
【中国日本商会事務局より】 
 以下の情報は、中小企業金融公庫 経営情報部 国際室からの依頼に基づいてお届けするものです。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 中国では外資系企業の資金調達において、総投資額から資本金を差し引いた額を上限とする

「外貨負債枠」という概念があり、中国現地法人が日本親会社等から外貨建で借り入れる場合

は、この外貨負債枠を上限とする規制がありました。 

一方、日本親会社等の外貨保証に基づく中国現地金融機関（現地邦銀含む）からの借入につ

いては、これまで「外貨負債枠規制」の対象外でしたが、今年 4 月 1 日以降、新たな規制が加

えられました。   
 
 

・ 日本の親会社等による外貨建保証（親会社保証、銀行からのスタンドバイ L/C 等）が付され

た人民元借入金及び外貨借入金も、外貨負債枠の範囲内に限定する（図表 1右図参照）。 

 

図表 1  新規定施行前後の外貨負債枠の考え方 
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（今回の規制の対象となる主な外貨建保証付き借入れ） 

                                         

                     外貨建保証                     人民元貸付  

                            
 
今回の規制が実施された背景には、欧米等からの圧力により人民元切り上げ機運が高まって

きた状況下、中国政府が外資系企業による投機的な人民元投資を抑制しようとしていることが

あるとみられています。また、現在、中国沿岸都市部を中心に行われている外資主導による加

熱気味の不動産投資を抑制するためとも言われています。 
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中国現地金融機関からの借入に係る新規制 

◆ 中国／「外貨保証付き借入れに係る新たな規制」

具 体 的 規 制 内 容 

資本金（Ｂ） 資本金（Ｂ） 

親会社からの外貨借入金 親会社からの外貨借入金

外貨負債枠 

(Ａ)－(Ｂ) 

親会社等の外貨保証分 制限無し 

規 制 の 背 景 

外貨負債枠

(Ａ)－(Ｂ)

日本親会社等 中国現地金融機 日系中国現地法

投資総額 

（Ａ） 



 
 
当公庫アンケート調査「第 5回中国進出中小企業の実態調査 2004 年 11 月」によると、回答

数 418 社のうち約半数の 216 社の日系中小企業が借入金ありと回答しています。調査結果から

借入金構成を見ると、今回の規定の対象となる日本親会社等の外貨保証により資金調達をして

いる企業割合は 17％あることから、今回の規制による影響が懸念されます（図表 2参照）。 

 

図表 2  日系中小企業の借入金構成（外貨保証の有無別）       （借入ありと回答した社数：216 社） 

 日本本社 日系金融機関 地場金融機関 その他 合計 

外貨保証あり － １５％ ２％ － １７％

外貨保証なし ５５％ １％ ２３％ ４％ ８３％

合計 ５５％ １６％ ２５％ ４％ １００％

出所：第 5回中国進出中小企業の実態調査（2004 年 11 月当公庫経営情報部） 

 
今回の新規定により、中国現地法人が現地金融機関（現地邦銀含む）から新たに借入する際

には、親会社等の保証付きであっても外貨負債枠を確保することが必要となりました。もとも

と中国では総投資額が大きくなるほど最低資本金比率が下がり、その結果外貨負債枠が増える

ことになっているため、外貨負債枠を拡大するためには追加投資させることがその採り得る有

力な対応策となってきます（図表 3参照）。実際、この方法により借入枠拡充を図っている中小

企業も出てきているようです。 

それ以外に、日本親会社等からの保証に頼らず、中国現地法人単独の信用力で人民元を調達

するといった対策も考えられます。 

 

図表 3 中国における（Ａ）総投資額と（Ｂ）資本金との関係 

総投資額 
対総投資額 

最低資本金比率 
最低資本金額 

３百万米ドル以下 ７０％  

３百万米ドル超、１０百万米ドル以下 ５０％ ２．１百万米ドル 

１０百万米ドル超、３０百万米ドル以下 ４０％ ５．０百万米ドル 

３０百万米ドル超 １／３ １２．０百万米ドル 

 

なお、現時点で外貨負債枠を超過する日本親会社等の保証付き借入金については、今回の規

制により現地金融機関へ返済されるべきものと考えられます。今のところ、現地金融機関は外

資系企業の資金繰り悪化を懸念し、返済を迫ってはいないようですが、今後の規制の運用如何

によっては、現地金融機関が回収を促進することが懸念されています。 

 

（経営情報部 安武 宏） 
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・ 本稿は、「外貨保証付き借入れに係る新たな規制」に関する全ての情報を網羅するものではあり

ませんので、予めご了承ください。 
・ なお、「中小公庫海外情報」につきましては、本号を持ちまして終了とさせて頂きます。長い間

ご愛読頂きましてありがとうございました。 

日 系 中 小 企 業 へ の 影 響 


